様式第1号（第15条関係）
固定資産現所有者(変更)申告書兼相続人代表者指定(変更)届

令和　　年　　月　　日　
久慈市長　あて

[bookmark: _GoBack]　相続登記等の手続きが完了するまでの間、固定資産を現に所有する者として久慈市税条例第71条の４の規定に基づき、地方税法第384条の３の規定により申告します。
また、地方税法第９条の２第１項の規定により、固定資産税課税台帳に登録されている被相続人が死亡したため、相続登記等の手続きが完了するまでの間、被相続人にかかる徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を私(相続人代表者)に送付してください。
なお、この届出は、相続人全員の同意のもとであることに相違ありません。
	現所有者
（相続人代表者）
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　 )
	相続分


　／

	
	氏　　名
	
	
	
	

	
	住　　所
	〒　　 －


	
	個人番号
（法人番号）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生年月日
	S・H・R　　年　　月　　日
	電話番号
	(　　  　)　　   －

	　被相続人
(亡くなった方)
	ふりがな
	
	死亡年月日
	T・S
	年　月　日

	
	氏　　名
	
	
	
	

	
	
	
	
	H・R
	

	
	死亡時の住所
または居所
	

	相続登記　１　相続登記は完了済み・手続き中
の有無　　２　年内に手続きをする
　　　　　３　その他(　　　　　　　　　　)
	※相続人代表者の指定の場合、登記の手続きが完了するまでの間、被相続人の所有していた資産を相続人全員で共有・連帯納税義務を負います。



代表者以外の相続人　※記入欄が不足する場合は任意の用紙に記入してください。
	①
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	
	氏　名
	
	
	
	

	1 
	住　所
	〒　　 －


	
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号　
	(　　　　)　 　　－

	②
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	
	氏　名
	
	
	
	

	2 
	住　所
	〒　 　－


	
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号
	(　　　　)　 　　－




	※市使用欄
	窓口/郵送
	旧所有者宛名番号
	新所有者宛名番号
	処理日
	処理者
	確認者

	
	
	
	
	
	
	




裏面へ続く　　　


	③
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	
	氏　名
	
	
	
	

	3 
	住　所
	〒　 　－


	
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号　
	(　　　　)　　　－

	④
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	
	氏　名
	
	
	
	

	4 
	住　所
	〒　　 －


	
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号
	(　　　　)　　　－

	⑤
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	
	氏　名
	
	
	
	

	5 
	住　所
	〒　　 －


	
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号
	(　　　　)　　　－

	⑥
	ふりがな
	
	被相続人
からみた続柄
	配偶者・子
その他(　　　)
	相続分


　／

	1 
	氏　名
	
	
	
	

	2 
	住　所
	〒　 　－


	3 
	生年月日
	S・H・R　　　年　　月　　日
	電話番号
	(　　　　)　　　－


注意事項
１　固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務を負います。
　その所有者が1月1日以降に死亡した場合、「現所有者」として相続人が納税義務を負います。
２　この申告書は、相続等により「現所有者であることを知った翌日から３ヶ月を経過した日」までに
市長に提出しなければなりません。
３　この申告書は、不動産登記法による相続の名義変更の届出ではありません。登記の名義変更は、
法務局で手続きを行う必要があります。
４　２の手続の完了を市が確認しない限り、この申告に基づき、翌年度以降の納税通知書は、申告者
（現所有者／相続人代表者)に発送されます。
５　遺産分割協議書がある場合は、写しを添付願います。相続人のうち、相続放棄をされた方がいる
　場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを一緒に提出してください。
６　代表者以外の相続人が法人の場合、法人番号を住所欄等に記入してください。備考欄

